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令和５年４月 25 日
第　　  392 　　号

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………９

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………９

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………10

○大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定に基づく変更の届出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………10

　　　　再　　　掲

○令和５年度福岡県職員採用（Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類・民間企業等職務経

　験者）試験の施行　　　　　　　　　　　（人事委員会事務局任用課）……………10

○令和５年度福岡県職員採用選考試験（前期）の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人事委員会事務局任用課）……………13

○令和５年度福岡県職員（労務職員）採用選考試験の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人事委員会事務局任用課）……………16

○令和５年度就職氷河期世代を対象とする福岡県職員採用選考試験の

　実施　　　　　　　　　　　　　　　　　（人事委員会事務局任用課）……………18

　福岡県告示第280号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、パーキング

・メーター作動手数料の収納の事務を次の者に委託したので、同条第２項の規定により

告示する。

告　　　示

目　　　次
　　　　告　　　示（第280号−第291号）

○パーキング・メーター作動手数料の収納事務の委託（警察本部会計課）……………１

○福岡県営住宅退去者滞納家賃回収業務委託に係る委託契約の告示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県営住宅課）……………２

○自衛官の募集　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行財政支援課）……………２

○道路の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………３

○道路の供用の開始　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………３

○道路の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………３

○道路の供用の開始　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………４

○道路の供用の開始　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………４

○議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害等補償に関する条例に

　基づく介護補償の額の一部改正　　　　　　　　　（総務事務厚生課）……………４

○議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害等補償に関する条例に

　基づく介護補償の額　　　　　　　　　　　　　　（総務事務厚生課）……………４

○道路の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………５

○道路の供用の開始　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………５

　　　　公　　　告

○落札者等の公示　　　　　　　　　　　　　　　（教育庁高校教育課）……………５

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　　　　（都市計画課）……………６

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集　　　　　　　（こども福祉課）……………６

○落札者等の公示　　　　　　　　　　　　　　　　（警察本部会計課）……………６

○大規模小売店舗の新設の届出　　　　　　　　　　（中小企業振興課）……………７
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自衛隊自衛官候補生

２　受付期間

　　令和５年２月８日（水）から令和５年６月15日（木）まで（令和６年３月高等学校

卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者のための試験は、原則として、令和５年９月

16日（土）以降に実施）

３　応募資格

　⑴　採用予定月の１日現在、18歳以上33歳未満の者で日本国籍を有する者

　　　※　32歳の者は、採用予定月の末日現在、33歳に達していない者

　⑵　詳細は、採用案内による。

４　試験期日

　　試験期日は次のとおりとするも、情勢により変更等する場合がある。その際は、受

験者に対し個別に通知するとともに、自衛隊福岡地方協力本部のホームページ等によ

り周知する。

　⑴　筆記（Web）試験

令和５年５月17日（木）～令和５年６月26日（月）

　⑵　口述試験・身体検査

令和５年６月29日（木）～令和５年７月３日（月）

５　受付場所

受　付　場　所 名　　称

福岡市博多区竹丘町１−12
（電話　092−584−1881～３） 自衛隊福岡地方協力本部

北九州市小倉南区北方５−１−１（小倉駐屯地隣接）
（電話　093−963−7728又は093−963−3590）

自衛隊福岡地方協力本部
北九州出張所

遠賀郡芦屋町大字芦屋1455−１（芦屋基地内）
（電話　093−223−0981）交換呼出

自衛隊福岡地方協力本部
芦屋地域事務所

築上郡築上町大字西八田無番地（築城基地内）
（電話　0930−56−1150）交換呼出

自衛隊福岡地方協力本部
築城地域事務所

飯塚市川津639−１
（電話　0948−22−4847）

自衛隊福岡地方協力本部
飯塚地域事務所

春日市大和町５−12（福岡駐屯地内）
（電話　092−591−7450）

自衛隊福岡地方協力本部
春日分駐所

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　委託先及び所在地

　⑴　福岡・筑後地区

　　　株式会社ケー・デー・シー西日本支店

福岡市中央区天神三丁目11番20号天神エフビル

　⑵　北九州・筑豊地区

株式会社ケー・デー・シー西日本支店

福岡市中央区天神三丁目11番20号天神エフビル

２　委託期間

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　福岡県告示第281号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、福岡県営住

宅退去者滞納家賃の収納事務を次の者に委託したので、同条第２項の規定により告示す

る。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　委託先　ＮＴＳ総合弁護士法人

２　所在地　東京都港区芝浦三丁目16番20号

３　委託期間　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

　福岡県告示第282号

　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条、第117条第１項及び第118条の規定

により、自衛官の募集種目、募集期間、受験資格、試験期日及び受付場所を次のように

告示する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　募集種目
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

朝　倉 県　道 朝　倉
小石原　線

前 朝倉市菱野1593番先から
朝倉市須川４番１先まで

3.0 
～ 

93.6
340.0 

後 朝倉市菱野1593番先から
朝倉市須川４番１先まで

3.0 
～ 

93.6     
340.0 

　福岡県告示第284号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年４月25日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

朝　倉 朝　倉
小石原　線

朝倉市菱野1593番先から
朝倉市須川４番１先まで

　福岡県告示第285号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

福岡市博多区博多駅南２−１−５
博多サンシティビル２Ｆ
（電話　092−414−5100）

自衛隊福岡地方協力本部
福岡地域事務所（博多）

福岡市東区名島３−24−２
（電話　092−672−3255）

自衛隊福岡地方協力本部
福岡募集案内所（名島）

福岡市西区姪の浜５−４−20
パールマンション１Ｆ
（電話　092−891−7941）

自衛隊福岡地方協力本部
福岡西募集案内所（姪浜）

久留米市諏訪野町2401
（電話　0942−38−1616）

自衛隊福岡地方協力本部
久留米地域事務所

八女市稲富127番地
（電話　0943−24−5192）

自衛隊福岡地方協力本部
八女地域事務所

大牟田市宝坂町１−２−９
（電話　0944−52−3810）

自衛隊福岡地方協力本部
大牟田地域事務所

柳川市三橋町下百町６−７
（電話　0944−72−7794）

自衛隊福岡地方協力本部
柳川地域事務所

６　口述試験・身体検査試験場の位置及び名称（予定）

　　各試験会場は次のとおりとするも、情勢により変更等する場合がある。その際は、

受験者に対し個別に通知するとともに、自衛隊福岡地方協力本部のホームページ等に

より周知する。

試験場 位　　置 名　　称

北九州 北九州市小倉南区北方５−１−１ 陸上自衛隊小倉駐屯地

福　岡 春日市大和町５−12 陸上自衛隊福岡駐屯地

筑　後
久留米市国分町100 陸上自衛隊久留米駐屯地

久留米市高良内町2728 陸上自衛隊前川原駐屯地

　福岡県告示第283号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日
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県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

朝　倉 朝　倉
小石原　線

朝倉市黒川1225番27先から
朝倉市黒川1225番24先まで

　福岡県告示第288号

　議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害等補償に関する条例に基づく介護補償の

額（令和４年４月福岡県告示第391号）の一部を次のように改正する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　「令和４年４月１日以後」を「令和４年４月１日から令和５年３月31日まで」に改め

る。

　福岡県告示第289号

　議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害等補償に関する条例（昭和43年福岡県条

例第４号。以下「条例」という。）第９条の２の規定に基づき、介護補償として支給す

る額を次のように定め、令和５年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用する

。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　条例第９条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区

分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げ

る金額とする。

介護を要する
状態の区分 介護を受けた日の区分 金　　額

常時介護を要
する状態

１　１の月に介護に要する費用を支出して
介護を受けた日があるとき（次号に掲げ
る場合を除く。）。

その月における介護に要する
費用として支出された費用の
額（その額が172,550円を超え
るときは、172,550円）

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

朝　倉 県　道 朝　倉
小石原　線

前 朝倉市須川15番５先から
朝倉市須川15番７先まで

6.5
～

41.0
36.5

後 朝倉市須川15番５先から
朝倉市須川15番７先まで

5.7
～

47.8
46.5

　福岡県告示第286号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年４月25日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

朝　倉 朝　倉
小石原　線

朝倉市須川15番５先から
朝倉市須川15番７先まで

　福岡県告示第287号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年４月25日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　
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後

糟屋郡須恵町大字植木1428番３先か
ら
糟屋郡粕屋町大字上大隈159番11先
まで

16.0 
～ 

74.3   
1,774.0 

　福岡県告示第291号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

５年４月25日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

福　岡 筑紫野
古　賀　線

糟屋郡須恵町大字植木1428番３先から
糟屋郡粕屋町大字上大隈159番11先まで

　公告

　契約の相手方等について、次のとおり公示します。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　契約に係る特定役務の名称及び数量

　　県立学校ICT支援員派遣等業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

福岡県教育庁教育振興部高校教育課

　⑵　所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

公　　　告

２　１の月に親族又はこれに準ずる者によ
る介護を受けた日があるとき（その月に
介護に要する費用を支出して介護を受け
た日がある場合にあっては、当該介護に
要する費用として支出された額が77,890円
以下であるときに限る。）。

月額77,890円（新たに介護補
償を支給すべき事由が生じた
月にあっては、介護に要する
費用として支出された額）

随時介護を要
する状態

１　１の月に介護に要する費用を支出して
介護を受けた日があるとき（次号に掲げ
る場合を除く。）。

その月における介護に要する
費用として支出された費用の
額（その額が86,280円を超え
るときは、86,280円）

２　１の月に親族又はこれに準ずる者によ
る介護を受けた日があるとき（その月に
介護に要する費用を支出して介護を受け
た日がある場合にあっては、当該介護に
要する費用として支出された額が38,900円
以下であるときに限る。）。

月額38,900円（新たに介護補
償を支給すべき事由が生じた
月にあっては、介護に要する
費用として支出された額）

　福岡県告示第290号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

前

糟屋郡須恵町大字植木1428番３先か
ら
糟屋郡粕屋町大字上大隈159番11先
まで

13.0 
～ 

65.0
1,777.0 

福　岡 県　道 筑紫野
古　賀　線 前

糟屋郡須恵町大字植木1428番３先か
ら
糟屋郡粕屋町大字上大隈159番11先
まで

16.0 
～ 

76.0   
1,774.0 

後

糟屋郡須恵町大字植木1428番３先か
ら
糟屋郡粕屋町大字上大隈159番11先
まで

13.0 
～ 

65.0   
1,777.0 
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　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　意見募集期間

　　令和５年４月25日から令和５年５月25日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県福祉労働部こども福祉課に備え置きます。

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

警察コミュニケーションシステム用端末装置賃貸借契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

令和５年４月５日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

日通リース＆ファイナンス株式会社福岡支店

　⑵　住所

福岡市博多区下呉服町１−１

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

100,650,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　令和５年３月30日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　富士電機ＩＴソリューション株式会社　福岡支店

　⑵　住所

福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　217,800,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第13条１⒞に該当

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市乙金東一丁目1083番１、1083番23から1083番36まで及び1083番19の一部並

びに大字乙金2005番１の一部及び2005番２

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

大野城市筒井四丁目４番17号

悠悠ホーム株式会社

代表取締役　内山　敏幸

　公告

　福岡県児童福祉関係費用徴収規則の一部改正案について、次のとおり意見を募集しま

す。
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　　1,372.73平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置 収容台数（台）

建物東側 52

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

駐輪場の位置 収容台数（台）

建物北側 10

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

建物南東側 27.0

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物内南東側 4.5

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者の氏名 開店時刻 閉店時刻

株式会社コスモス薬品 午前９時00分 午後10時00分

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

午前８時30分から午後10時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

出入口の数 位置

２箇所 建物北東側、建物東側

一般競争入札

７　入札公告日

令和５年２月10日

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和５年４月７日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　（仮称）ドラッグコスモス桂川土居店

　⑵　所在地　嘉穂郡桂川町大字土居695−１、695−３、699−１

３　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

氏名又は名称 住所

株式会社コスモス薬
品

代 表 取 締 役 　 横 山　
英昭 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

氏名又は名称 住所

株式会社コスモス薬
品

代 表 取 締 役 　 横 山　
英昭 福岡市博多区博多駅東二丁目10番１号

４　大規模小売店舗を新設する日

　　令和６年１月31日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
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　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年３月31日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

変更前 変更後

（仮称）フェスティバルガーデン上津
久留米市本山一丁目542番外

フェスティバルガーデン上津
久留米市本山一丁目542番外

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

東京靴株式会社
代表取締役　渡部　正行
島根県松江市東出雲町出雲郷1643番地４
外２者

東京靴株式会社
代表取締役　渡部　正行
島根県松江市東出雲町出雲郷1643番地４
外２者

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年３月31日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時00分から午後11時00分

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年３月31日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ライフガーデン甘木

　⑵　所在地　朝倉市一木字合畝町1208番１

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社九州テックランド
代表取締役　折田　正二
群馬県高崎市栄町１番１号
外３者

株式会社ヤマダデンキ
代表取締役　上野　善紀
群馬県高崎市栄町１番１号
外３者

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。
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株式会社ビバホーム
代表取締役　坂本　晴彦
埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番１号
外１者

アークランズ株式会社
代表取締役　坂本　晴彦
新潟県三条市上須頃445番地
外１者

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年４月３日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ケーズデンキ久留米店

　⑵　所在地　久留米市東合川五丁目２番10他35筆

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名

変更前 変更後

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市柳町一丁目13番20号

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市城南二丁目７番５号

４　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

変更前 変更後

（仮称）ライフガーデン水巻
遠賀郡水巻町樋口1437番１他

ライフガーデン水巻
遠賀郡水巻町樋口1437番１他

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市柳町一丁目13番20号
外５者

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市城南二丁目７番５号
外５者

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年３月31日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ビバホーム東水巻

　⑵　所在地　遠賀郡水巻町吉田南五丁目600番１外

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後
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　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年４月３日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ケーズデンキ筑後店

　⑵　所在地　筑後市大字前津字大坪153−１他６筆

３　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市柳町一丁目13番20号

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市城南二丁目７番５号

　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　福岡県職員採用（Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅲ類・民間企業等職務経験者）試験を別表のとおり施

行する。

　　令和５年４月19日

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市柳町一丁目13番20号

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市城南二丁目７番５号

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和５年４月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

令和５年４月３日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ケーズデンキ古賀店

　⑵　所在地　古賀市舞の里三丁目14−12、14−１の１部

３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名

変更前 変更後

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市柳町一丁目13番20号

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市城南二丁目７番５号

４　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市柳町一丁目13番20号

株式会社九州ケーズデンキ
代表取締役　坂下　陽一
茨城県水戸市城南二丁目７番５号
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　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　山　口　幸　雄　　
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令

和
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年
４

月
25

日
　

火
曜

日
令令和和５５年年度度福福岡岡県県職職員員採採用用試試験験

回 種 合格者発表
数 類 発表の方法

第 第 ６
　教養試験 月

行　　政 　専門試験 下
教育行政 次 次 旬
警察行政
児童福祉
土　　木

Ⅰ 建　　築
第 機　　械

電　　気
化　　学
農　　業

類 農業土木
林　　業

193 畜　　産 第 最 ８
水　　産 月
薬 剤 師 上
栄 養 士 次 終 旬

・

回

Ⅱ ・
農　　業

類
・保健福祉事務所（糸島）

第 第 10 ・
第 民 　教養試験 福岡市 月

間 行　　政 　論文試験 東京都 上
企 次 次 旬 ・
業

194 等
職
務 第 10 11 最 12
経 月月 月

回 験 行政（ＤＸ） 下 下 中
者 次 旬旬 終 旬

～

第 第 10
　教養試験 月
　専門試験 上

Ⅱ 次 次 旬

行　　政
教育行政

第 第 10 11 最 11
類 月 月 月

中 上 中
次 旬 旬 終 旬

～

195

第 福岡市 第 10
久留米市 月
飯塚市 上

Ⅲ 行　　政 次 北九州市 次 旬
回 教育行政

警察行政
土　　木
農業土木

類 林　　業 第 10 11 最 11
月 月 月
中 上 中

次 旬 旬 終 旬
～

（注２）上表中「大学」とは、学校教育法に規定する大学（短期大学を除く。）、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校その他人事委員会が認めるものをいう。

（注３）民間企業等職務経験者採用試験の「民間企業等における職務経験」とは、会社員、公務員、自営業者として６ヶ月以上継続して就業すること（１週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。）その他人事委員会が認めるものをいう。

　　　　なお、令和５年６月末現在、福岡県職員（会計年度任用職員、任期付職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。）である者はこの試験を受験することができない。

県土整備事務所（福岡、
南筑後、直方、京築、八
女、那珂）

※①については郵送による
申込用紙の請求もできる。

※⑦については民間企業
等職務経験者採用試験を
除く。

７
　論文試験
　人物試験
　資格調査

福岡市月

保健福祉環境事務所（宗
像・遠賀、南筑後）

農林事務所（福岡、朝
倉､八幡､筑後､行橋）

試験区分 受  験  資  格 試験日 試験種目 試験地 受付期間 試験の特例等
申込用紙等

試験の申込先 そ の 他
発表日 の配布場所

年
齢

薬剤師以外

①平成６年４月２日から平成14年４月１
日までに生まれた者
②平成14年４月２日以降に生まれた者で
大学を卒業した者又は令和６年３月まで
に大学を卒業する見込みの者

　合格者の受験番号
を、福岡県人事委員
会事務局前廊下に掲
示するとともに福岡
県ホームページにも
掲載する。
　合格者には書面で
通知する。

①持参又は郵送の
場合は、令和５年
５月８日から令和
５年５月19日まで
  なお、郵送によ
る申込みは令和５
年５月19日までの
消印のあるものに
限る。
②インターネット
の場合は、令和５
年５月８日から令
和５年５月16日ま
で

１
18
日

薬剤師

　福岡県人事委員会
事務局

①平成４年４月２日から平成12年４月１
日までに生まれた者
②平成12年４月２日以降に生まれた者で
大学を卒業した者又は令和６年３月まで
に大学を卒業する見込みの者

④福岡市役所１階 福岡市
情報プラザ

　この試験の問い合
わせは、福岡県人事
委員会事務局に行う
こと。
　試験の詳細につい
ては、別に試験案内
を交付する。

６
福岡市
東京都

月
１

②福岡県庁１階 総合案
内、県民情報センター

③アクロス福岡２階 文化
観光情報ひろば

　管理栄養士の免許を有する者又は令和
６年５月までに免許を取得する見込みの
者

県税事務所（博多、北九
州東、北九州西、田川、
飯塚・直方、久留米）

　Ⅰ類行政、教育行
政及び警察行政、Ⅱ
類（農業を除く。）
並びにⅢ類行政、教
育行政及び警察行政
については、点字に
よる試験（試験地は
福岡市に限る。）及
び拡大文字による試
験を実施する。

①福岡県人事委員会事務
局

中

資
格
・
免
許

児童福祉

  児童福祉司の任用資格を有する者又は
令和６年３月までに資格を取得する見込
みの者

⑤東京、大阪の各福岡県
事務所

薬剤師

　薬剤師の免許を有する者又は令和６年
５月までに免許を取得する見込みの者

⑥県内の県の出先機関

栄養士

２

　平成10年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた
者

　昭和38年４月２日以降に生まれた者で、令和５年６月末
日現在民間企業等における職務経験を５年以上有する者

日

２ 福岡市

８

１
月

１
20

⑦各大学、短大等の就職
担当窓口

　平成10年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた
者

①持参又は郵送の
場合は、令和５年
８月７日から令和
５年８月18日まで
  なお、郵送によ
る申込みは令和５
年８月18日までの
消印のあるものに
限る。
②インターネット
の場合は、令和５
年８月７日から令
和５年８月15日ま
で

９

１
月

福岡市

１

　昭和38年４月２日以降に生まれた者で、令和５年６月末
日現在民間企業等におけるＩＣＴなどのデジタル技術を活
用した事業の企画・立案又は情報システムの開発・管理等
の職務経験を５年以上有する者

　論文試験
　人物試験
　資格調査

24

１
24
日

　論文試験
　人物試験
　資格調査

２ 福岡市

　平成12年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた
者（ただし、大学における在学期間が２年を超える者を除
く｡）

土木、農業土木及び
林業は
　教養試験
　専門試験
上記以外は
　教養試験

９

１
月

①持参又は郵送の
場合は、令和５年
７月10日から令和
５年７月21日まで
  なお、郵送によ
る申込みは令和５
年７月21日までの
消印のあるものに
限る。
②インターネット
の場合は、令和５
年７月10日から令
和５年７月18日ま
で

（注１）地方公務員法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は、上表の採用試験を受けることができない。
　　　　ただし、Ⅰ類栄養士の試験区分については、日本国籍を有しない者であっても現に日本に永住している者は受験することができる。

日

　作文試験
　人物試験
　資格調査

２ 福岡市
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　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　福岡県職員採用選考試験（前期）を別表のとおり実施する。

　　令和５年４月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　山　口　幸　雄　　
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令令和和５５年年度度福福岡岡県県職職員員採採用用選選考考試試験験（（前前期期））

発表の方法

　看護師業務 こども療育セ
ンター新光園
（医療型障害
児入所施
設）、児童相
談所

　看護師若しく
は准看護師免許
を有する者又は
令和６年５月ま
でに免許を取得
する見込みの者

　昭和63年４月２日
以降に生まれた者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

薬学Ａ

食品、医薬品、環境
等に関する理化学的な
試験検査及び調査研究

保健環境研究
所

薬理学、公衆衛
生学、分析化
学、有機化学、
無機化学、生化
学に関する学科

薬学Ｂ

人の健康や細菌・ウ
イルス等による感染症
（人獣共通感染症や薬
剤耐性菌等）・食中毒
に関する試験検査及び
調査研究

保健環境研究
所

 獣医学、薬理
学、公衆衛生
学、遺伝子工
学、微生物学に
関する学科

衛生学

疫学解析及び統計情
報解析

保健環境研究
所

公衆衛生学、衛
生学、医療情報
学、医療政策学
に関する学科

情報処理

ビッグデータ解析や
シミュレーションモデ
ル、ＡＩ等を用いた公
共政策（健康・医療・
環境・SDGｓ等）に関す
る調査・研究

保健環境研究
所

情 報 処 理 、 シ
ミュレーション
に 関 す る 学 科
（自然科学、社
会科学等の分野
を問わない）

電子

電気・電子回路、電
子計測等に関する研
究、試験、技術指導、
人材育成

工業技術セン
ター
（機械電子研
究所）

電気工学、電子
工 学 、 通 信 工
学、情報工学に
関する学科

化学Ａ

高付加価値な木質製
品開発、木質材料の評
価技術に関する研究、
試験、技術指導、人材
育成

工業技術セン
ター
（インテリア
研究所）

木材加工技術の
高度化、木材の
化 学 的 改 質 技
術、木材の塑性
加工技術、木質
材料の評価技術
等に関する学科

　獣医師業務 保健福祉環境
事務所、食肉
衛生検査所、
家畜保健衛生
所等

　獣医師免許を
有する者又は令
和６年５月まで
に免許を取得す
る見込みの者

①昭和59年４月２日
から平成12年４月１
日までに生まれた者
②平成12年４月２日
以降に生まれた者で
あって、学校教育法
に基づく大学（短期
大学を除く。）を卒
業した者又は令和６
年３月までに卒業見
込みの者

　日本国籍を有する
者

　船舶の機関の運転、
漁業取締り及び調査観
測業務並びに司厨業務

農林水産部水
産局漁業管理
課、水産海洋
技術センター

　五級海技士
（機関）以上の
免許（内燃機関
の限定を含
む。）を有する
者又は令和６年
６月までに免許
を取得する見込
みの者

　昭和63年４月２日
以降に生まれた者

　日本国籍を有する
者

　心理判定、心理療法
及び相談・指導等の業
務

児童相談所等 　大学におい
て、心理学を専
修する学科又は
これに相当する
課程を修めて卒
業した者若しく
は令和６年３月
までに卒業見込
みの者又はこれ
と同等以上の能
力を有する者

①平成６年４月２日
から平成14年４月１
日までに生まれた者
②平成14年４月２日
以降に生まれた者で
あって、大学におい
て左に掲げる学科等
を修めて卒業した者
又は令和６年３月ま
でに卒業見込みの者

　日本国籍を有する
者

７
月
上
旬

６
月
18
日

看護師、心理
判定員及び保
育士は
　教養試験
　専門試験

船員は
　教養試験

上記以外は
　専門試験
　論文試験

福岡市
東京都

第
 
１
 
次

　この試験の
問合せは、福
岡県人事委員
会事務局に行
うこと。
　試験の詳細
については、
別に試験案内
を交付する。

研
究
職
員

　大学院（修士
課程又は博士課
程前期）におい
て、左に掲げる
学科等を修めて
修了した者若し
くは令和６年３
月までに修了見
込みの者又はこ
れと同等以上の
能力を有する者

①昭和63年４月２日
から平成12年４月１
日までに生まれた者
②平成12年４月２日
以降に生まれた者で
あって、大学院（修
士課程又は博士課程
前期）において、左
に掲げる学科等を修
めて修了した者又は
令和６年３月までに
修了見込みの者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

獣医師

　合格者の受
験番号を、福
岡県人事委員
会事務局前廊
下に掲示する
とともに福岡
県ホームペー
ジにも掲載す
る。
　合格者には
書面で通知す
る。

①持参又は郵送の場
合は、令和５年５月
８日から令和５年５
月19日まで
  なお、郵送による
申込みは令和５年５
月19日までの消印の
あるものに限る。
②インターネットの
場合は、令和５年５
月８日から令和５年
５月16日まで

①福岡県人事委員会事
務局

②福岡県庁１階総合案
内、県民情報センター

③アクロス福岡２階 文
化観光情報ひろば

④福岡市役所１階 福岡
市情報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡
県事務所

⑥県内の県の出先機関

・県税事務所（博多
　、北九州東、北九
　州西、田川、飯塚・
　直方、久留米）

・保健福祉環境事務
　所（宗像・遠賀、
　南筑後）

・保健福祉事務所（
　糸島）

・農林事務所（福岡
　、朝倉、八幡、筑
　後、行橋）

・県土整備事務所（
　福岡、南筑後、直
　方、京築、八女、
　那珂）

※①については郵送
　による申込用紙の
　請求もできる。

第
 
１
 
次

看護師

船員
（機関）

心理判定員

受付期間
申込用紙等
の配布場所

試験の申込先

　福岡県人事
委員会事務局

試験地
合格者発表

発表日
そ の 他職種・区分 職　務　内　容

採 　用 　時
勤務予定場所

受  験  資  格 試験日 選考種目
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　児童自立支援施設に
おける児童自立支援専
門員の業務

福岡学園 　福岡県児童福
祉施設の設備及
び運営の基準に
関する条例第78
条に規定する児
童自立支援専門
員の資格を有す
る者又は令和６
年５月までに資
格を取得する見
込みの者

　昭和63年４月２日
以降に生まれた者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

　保健師業務 保健福祉環境
事務所等

　保健師免許を
有する者又は令
和６年５月まで
に免許を取得す
る見込みの者

　昭和59年４月２日
以降に生まれた者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

空調設備科

建築設備の施工並び
に冷凍、冷却及び空気
調和設備の施工及び調
整に関する職業訓練指
導

ＯＡ事務科

簿記会計からビジネ
スマナーなど事務に必
要な一般常識から、ア
プリケーションソフト
を中心としたＯＡ機器
の操作方法や文書処理
に関する職業訓練指導

メカトロニクス
科

機械・電気保全、制
御機器組立て、シーケ
ンス制御、汎用工作機
械、ＮＣ工作機械によ
る切削加工、機械設
計・製図等に関する職
業訓練指導

自動車整備科

自動車整備士の養成
施設としての自動車の
構造、整備法、検査法
及び故障探求等に関す
る職業訓練指導

溶接科

金属の接合及び加工
等の金属加工（溶接ロ
ボット等）に関する職
業訓練指導

介護サービス科

「介護福祉士」国家
試験の受験を見据えた
「実務者研修」、並び
に介護職の現場で必要
とされる実践的能力に
関する職業訓練指導

①職業能力開発
促進法第28条に
よる職業訓練指
導員免許を有す
る者又は同免許
の取得資格を有
する者
②介護福祉士の
資格を有するも
ので、同資格取
得後、令和５年
４月末日におい
て、施設におけ
る介護等業務の
実務経験を５年
以上有する者

（注１）この試験を受験できない者
　 ・地方公務員法第１６条に該当する者
　 ・職業指導員については、職業訓練指導員免許の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過しない者

（注２）上表中、「大学」、「大学院」とは学校教育法に規定する大学、大学院その他人事委員会が認めるものをいう。

第
 
２
 
次

７
月
下
旬
～

８
月
上
旬

心理判定員は
　論文試験
　人物試験
　資格調査

看護師、船員
及び保育士は
　作文試験
　人物試験
　資格調査

研究職員、獣
医師、児童自
立支援専門員
及び保健師は
　人物試験
　資格調査

職業指導員は
　実技試験
　人物試験
　資格調査

職業指導員は
　福岡県内
上記以外は
　福岡市

最
　
　
　
終

８
月
中
旬

　平成６年４月２日
以降に生まれた者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

保健師

職
業
指
導
員

県立高等技術
専門校、福岡
障害者職業能
力開発校

　職業能力開発
促進法第28条に
よる職業訓練指
導員免許を有す
る者又は同免許
の取得資格を有
する者

　昭和38年４月２日
以降に生まれた者

　 児童自立支援
   専門員

保育士

　児童福祉施設等にお
ける保育士の業務

児童相談所、
福岡学園、こ
ども療育セン
ター新光園

　保育士の資格
を有する者又は
令和６年３月ま
でに資格を取得
する見込みの者

・空調設備科
は冷凍空調機
器科の職業訓
練指導員免許

・ＯＡ事務科
は事務科の職
業訓練指導員
免許

・メカトロニ
クス科はメカ
トロニクス科
と機械科両方
の職業訓練指
導員免許

・自動車整備
科は自動車整
備科の職業訓
練指導員免許

・溶接科は溶
接科の職業訓
練指導員免許
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４
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火
曜

日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　福岡県職員（労務職員）採用選考試験を別表のとおり実施する。

　　令和５年４月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　山　口　幸　雄　　
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号
令

和
５

年
４

月
25

日
　

火
曜

日

令和５年度福岡県職員（労務職員）採用選考試験

発表の方法

農業技術員
（農産園芸）

　ほ場及び作業場にお
ける試験研究に関わる
各種農作物の栽培管理
及び保存、調査補助
（簡易なデータ入力、
機器計測を含む。）
　作業用機械器具の簡
単な点検整備並びに農
業用機械器具の整備、
改造、部品の製作、組
立て及び運転

農林業総合試
験場及び同分
場
農林業総合試
験場資源活用
研究センター

①持参又は郵送の場
合は、令和５年８月
７日から令和５年８
月18日まで
  なお、郵送による
申込みは令和５年８
月18日までの消印の
あるものに限る。
②インターネットの
場合は、令和５年８
月７日から令和５年
８月15日まで

 福岡県人事
委員会事務
局

 この試験の
問合せは、福
岡県人事委員
会事務局に行
うこと。
　試験の詳細
については、
別に試験案内
を交付する。

林業技術員

　ほ場及び試験林にお
ける試験研究に関わる
山林苗木等の育苗、試
験林等の保育、間除伐
の作業
　菌類の生産及び加工
等の作業、試験研究の
補助（簡易なデータ入
力、機器計測を含
む。）
　生産加工施設及び作
業用機械器具の簡単な
点検整備

農林業総合試
験場資源活用
研究センター

（注）この試験を受験できない者
 ・地方公務員法第１６条に該当する者

農業技術員
（畜産）

　試験研究に関わる家
畜及び家きんの飼育管
理及び自給飼料の栽培
調製、調査補助（簡易
なデータ入力、機器計
測を含む。）
　作業用機械器具の簡
単な点検整備並びに農
業用機械器具の整備、
改造、部品の製作、組
立て及び運転

農林業総合試
験場

　昭和49年４月２日
以降に生まれた者

　日本国籍を有する
者、又は日本国籍を
有しない者であって
も、現に日本に永住
している者

９
月
24
日

11
月
中
旬

11
月
下
旬

　教養試験
　作文試験

　人物試験
　資格調査

12
月
上
旬

発表日

第
 
１
 
次

第
 
２
 
次

試験地
合格者発表

受付期間
申込用紙等
の配布場所

11
月
上
旬

最
　
　
　
終

　合格者の受
験番号を、福
岡県人事委員
会事務局前廊
下に掲示する
とともに福岡
県ホームペー
ジにも掲載す
る。
　合格者には
書面で通知す
る。

福岡市

第
 
１
 
次

そ の 他職種・区分 職　務　内　容
採 　用 　時
勤務予定場所

受　験　資　格

労
務
職
員

試験の申込先

①福岡県人事委員会事
務局

②福岡県庁１階総合案
内、県民情報センター

③アクロス福岡２階
文化観光情報ひろば

④福岡市役所１階 福
岡市情報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡
県事務所

⑥県内の県の出先機関

・県税事務所（博多
　、北九州東、北九
　州西、田川、飯塚・
　直方、久留米）

・保健福祉環境事務
　所（宗像・遠賀、
　南筑後）

・保健福祉事務所（
　糸島）

・農林事務所（福岡
　、朝倉、八幡、筑
　後、行橋）

・県土整備事務所（
　福岡、南筑後、直
　方、京築、八女、
　那珂）

⑦各大学、短大等の
就職担当窓口

※①については郵送
　による申込用紙の
　請求もできる。

試験日 選考種目
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火
曜

日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第５条第１項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　公告

　就職氷河期世代を対象とする職員採用選考試験を別表のとおり実施する。

　　令和５年４月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県人事委員会委員長　　山　口　幸　雄　　
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号
令

和
５

年
４

月
25

日
　

火
曜

日

令令和和55年年度度就就職職氷氷河河期期世世代代をを対対象象ととすするる福福岡岡県県職職員員採採用用選選考考試試験験

発表の方法
　知事部局（本庁又は
出先機関）、各行政委
員会事務局（公安委員
会を除く。）、議会事
務局又は企業局におい
て事務に従事

　次の(1)～(2)の要件を全て満たす者
(1)昭和45年４月２日から昭和61年４月
１日までに生まれた者
(2)令和４年７月１日から令和５年６月
30日までの間に正規雇用労働者として
雇用されていない者

　警察本部又は警察署
において事務に従事

（注１）地方公務員法第１６条に該当する者、日本国籍を有しない者は、上表の採用試験を受けることはできない。
（注２）上表中「正規雇用労働者」とは、次の全てに該当する労働者をいう。
・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
・派遣労働者として雇用されている者でないこと。
・所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること。（週の所定労働時間が30時間未満の場合を除く。）
・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者
  であること。

　合格者の受
験番号を、福
岡県人事委員
会事務局前廊
下に掲示する
とともに福岡
県ホームペー
ジにも掲載す
る。
　合格者には
書面で通知す
る。

①持参又は郵送の場
合は、令和５年７月
３日から令和５年７
月14日まで
  なお、郵送による
申込みは令和５年７
月14日までの消印の
あるものに限る。
②インターネットの
場合は、令和５年７
月３日から令和５年
７月11日まで

①福岡県人事委員会事務局

②福岡県庁１階総合案内、県
民情報センター

③アクロス福岡２階 文化観
光情報ひろば

④福岡市役所１階 福岡市情
報プラザ

⑤東京、大阪の各福岡県事務
所

⑥県内の県の出先機関

・県税事務所（博多、北九州
東、北九州西、田川、飯塚・
直方、久留米）

・保健福祉環境事務所
　（宗像・遠賀、南筑後）

・保健福祉事務所（糸島）

・農林事務所（福岡、朝倉、
八幡、筑後、行橋）

・県土整備事務所（福岡、南
筑後、直方、京築、八女、那
珂）

※①については郵送による申
込用紙の請求もできる。

　福岡県人事
委員会事務局

　この試験の
問合せは、福
岡県人事委員
会事務局に行
うこと。
　試験の詳細
については、
別に試験案内
を交付する。

合格者発表
受付期間

申込用紙等
試験の申込先 そ の 他

発表日 の配布場所
試験区分 勤務先及び職務内容 受  験  資  格 試験日 選考種目 試験地

11

福岡市

第
 
１
 
次

警察行政

教育行政

　教育委員会事務局、
県立学校又は市町村
（福岡市及び北九州市
を除く。）立小・中・
義務教育・特別支援学
校等において事務に従
事

行政

10
月
中
旬

第
 
２
 
次

人物試験
資格調査

福岡市

最
　
　
終

12
月
中
旬

月
中
旬
～

下
旬

第
 
１
 
次

８
月
20
日

教養試験
作文試験




